[bookmark: _Hlk177732612]＜令和6年度改訂＞糖尿病患児の治療・緊急連絡法等の連絡表　　様式１７－１表
	学校名　　　　　　　　　　　　　  年  　　組　　番※学校で記入

	
	
記載日　西暦　　　　　年　　　月　　　日   
医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　　 
医 師 名　　　　　　　  　　　　　　　　   
連絡先（TEL）　　　　　　　　　　　　　　　

	氏　名                        　  　　　男  ・  女
学校医名　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　
保護者名　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　
勤務先　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　
	
	


　　　　　　　    
	要管理者の現在の治療内容

	診断名

現在の治療　

	１.１型（インスリン依存型）糖尿病　　　　　２.２型（インスリン非依存型）糖尿病

１．インスリン（ペン型・インスリンポンプ）注射もしくはボーラス：１日　 回
　　昼食前の学校での注射もしくはボーラス（有・無）
学校での自己血糖値測定（有・無）
２．経口血糖降下薬：薬品名（　　　　　　　　　　）　学校での服用　（ 有・無 ）
３．グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー）処方（有・無）　※有の場合、裏面へ
４．①食事療法　　　②運動療法　　　③食事・運動療法
５．受診回数　　　回／月

	低血糖を起こしやすい時間   （                                                        　 ）



	学校生活一般：基本的には健常児と同じ学校生活が可能である

	

	 １．食事に関する注意

	     　学校給食
     　宿泊学習の食事  
     　補食　　　　　　

	①制限なし　②お代わりなし　③その他（          　　                ）
①制限なし　②お代わりなし　③その他（　　　　　　 　　　　　　　　）
①定時に（　　　　時　食品名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
②必要なときのみ　（どういう時　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）
③必要なし

	 ２．日常の体育活動・運動部活動について
　　　「学校生活管理指導表」を参照のこと
 ３．学校行事（宿泊学習、修学旅行など）への参加及びその身体活動
　　　「学校生活管理指導表」を利用し、主治医と十分相談する。
４．その他の注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	低血糖が起こったときの対応　※対応は、保護者・主治医と十分相談しておく。
	程度
	症状
	対応

	軽度

	空腹感、いらいら
手がふるえるなど
	ブドウ糖10g（ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ10gや砂糖10gで代用可）を摂取。
（40kcal=0.5単位分）→15分後に血糖値を測定する。

	
中等度



	黙り込む、
冷や汗・蒼白、
異常行動など


	ブドウ糖10g（ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ10gや砂糖10gで代用可）を摂取。
さらに多糖類10〜20gを摂取する（40〜80kcal＝0.5～1単位分）。
　　ビスケットやクッキーなら２～３枚、食パンなら1/2枚、
　　小さいおにぎり１つなど　→15分後に血糖値を測定する。
症状が改善しなければ，保護者に連絡し，受診を促す。

	高度

	意識障害、
けいれんなど
	①バクスミー指示が「有」の場合、ただちにバクスミーを点鼻する。　
②保護者・主治医に緊急連絡し、救急車にて主治医または近くの病院に転送する。
③救急車を待つ間、ブドウ糖やｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ、砂糖などを口内の頬粘膜になすりつけてもよい。




	治療内容や学校生活の注意点等について変更された時は、その都度連絡表を更新して下さい。



[bookmark: _Hlk177736599]様式１７－１裏


グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®️）について
※学校で記入

　　　　　　　学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
児童・生徒名　　　　年　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　




当該児童生徒は低血糖発作を惹起する可能性のある治療を継続しております。補食による低血糖改善が困難な場合には、グルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要があると想定されます。当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、以下４つの条件を満たす場合は医師法違反とならないと解釈されるため、関係各位に以下の対応をお願いいたします。

(1) 医師から事前説明を受けていること
・当該児童生徒は糖尿病治療のため、インスリン注射を継続する必要がありますが、その副反応として低血糖発作を生じることがあります。意識状態が悪く、経口摂取ができず、補食による低血糖改善が困難である重症低血糖の場合には、グルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要があります。
・様式１７－１裏，様式１７－２にて、使用の際の留意事項に関する指示を受けていること

 (2) 学校におけるグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®️）使用のお願い
・低血糖発作時に、意識状態が悪く、経口摂取できない場合には当該児童生徒にグルカゴン点鼻粉末剤を使用してください。その場合は、様式１７－１表、様式１７－２の指示に従ってください。
※保護者署名


保護者名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先TEL）　　　　　　　　　　　　　　　　　




(3)　留意点について
・グルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児童生徒本人であるか確認すること
・グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること

(4)  事後指導について　
・当該児童生徒の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、当該児童生徒を必ず医療機関で受診させること。
- !式の終わりが正しくありません。 -


